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　平成22年1月28日からまんまるよやくの利用者登録に有効期限（2年間）を設定したことに伴い、更新
手続きが必要となります。対象の方には、7月上旬にお知らせのハガキを送付しますので、利用者登録を
した施設窓口で更新手続きを行ってください。
　また、複数の利用者カードをお持ちの方は、団体カード1枚、個人カード1枚にまとめますので、併せ
てお持ちください。更新手続き完了後、利用者登録情報に変更・廃止があった場合は、更新手続きを行っ
た自治体でのみ、変更・廃止を受付けることができます。
　なお、更新手続きを行わなかった場合、そのカードは平成23年4月以降使用できなくなりますので、ご
注意ください。
■対象者／平成16年4月1日～平成19年12月31日に利用者登録をした方
　※ 平成20年1月1日～平成22年1月17日に利用者登録をされた方は、平成24年2月以降に更新手続きが
始まります。

■必要なもの／
　・利用者登録カード
　・利用者登録者の本人確認できるもの（免許証等）
　・更新申請書（施設窓口に準備してあります）
　※更新手続きは、利用者登録した本人のみ行うことができます。
　　団体登録者は、団体の代表者又は担当者が手続きを行ってください。
■更新時期／平成22年8月1日～平成23年3月31日

■ 問合せ／※利用者登録をした施設や所管課へお問い合わせください。なお、他市の施設で利用者登録を
した方は、利用者登録をした各市又は各施設にお問い合わせください。
　教育文化振興課（中央公民館） 992-1321（公民館）
　B＆G海洋センター 992-1291（Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、町営グラウンド）
　まちづくり整備課 991-1858（記念公園、テニスコート・多目的広場、総合公園多目的競技場）
　企画財政課 991-1818（システム全般）

まんまるよやく利用者登録の更新手続きについて

【利用者限定施設について】
　更新手続きのほかに、体育施設や一部文化施設（以下「利用者限定施設」）については、別途登録
申請が必要です。利用者限定施設の利用を希望する方は、更新手続きと同時に、各利用者限定施設
にある申請書で施設ごとに登録申請をしてください。
　なお、松伏町の利用者限定施設は、Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、町営グラウンド、記念公園テニスコー
ト・多目的広場、総合公園多目的競技場です。
　また、他の５市の利用者限定施設については、まんまるよやくホームページ（http://www.
maruyoyaku2.jp/）に掲載されているまんまるよやく対象施設一覧表で確認できます。

　まつぶし緑の丘公園を会場に、「ホタル100万匹の夢と感動と緑豊かな自然再生を
通じて次世代に誇れる町づくり」を目指す「夏まつり」です。初夏の情緒と心の癒
しの場をお楽しみください。

■日時／ 7月3日(土)・4日(日)(雨天中止：小雨決行)
　　　　両日とも　午後5時30分～8時30分
■場所／まつぶし緑の丘公園
■内容／ホタル観賞・ミニコンサート・各種模擬店など。　
■主催／ＮＰＯ法人松伏公園都市づくり協会
■問合せ／横川 090-3103-9057（㈱横川鉱油 991-2906）

第５回ホタル観賞と
ミニコンサートの夕べを開催します
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問合せ／総合政策担当 991-1818企画財政課のお知らせ


